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外
務
省
に
お
け
る
ワ
イ
ン
の
管
理
方
法
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
七
号
）
と
「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
九
五
号
）
を
踏
ま
え
、

再
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
一
年
度
か
ら
二
〇
〇
五
年
度
ま
で
の
五
年
間
に
外
務
省
が
購
入
し
、
「
政
府
答
弁
書
二
」
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第

二
六
五
号
）
に
年
度
毎
の
銘
柄
別
購
入
本
数
と
一
本
当
た
り
の
購
入
単
価
が
記
載
さ
れ
て
い
る
二
千
三
百
六
十
六
本
の
ワ
イ

ン
の
二
〇
〇
八
年
一
月
十
日
現
在
の
使
用
状
況
に
つ
き
、
「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
、
「
ワ
イ
ン
は
御
指
摘
の
よ
う
な
形
で

管
理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
、
前
回
質
問
主
意
書
で
、
外
務
省
は
外
務
省
が
保
有
す
る
全
て
の
ワ
イ
ン
（
以
下
、
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を

一
体
ど
の
様
に
管
理
し
、
そ
の
使
用
状
況
を
ど
の
様
に
把
握
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
時
点
で
の
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
の
残
存

数
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
公
務
の
目
的
以
外
で
使
用
さ
れ
て
も
把
握
の
し
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
の
か
と
問
う

た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
外
務
省
と
し
て
は
、
そ
の
保
管
す
る
ワ
イ
ン
に
つ
い
て
、
物
品
管
理
法
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
十
三
号
）
等
の
関
連
法
令
上
必
要
と
さ
れ
る
事
項
を
記
載
又
は
記
録
し
た
ワ
イ
ン
の
物
品
管
理
簿
等
を
適

正
に
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
切
に
管
理
・
使
用
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
で
は
現
在
「
全
て
の

一



ワ
イ
ン
」
の
使
用
状
況
を
、
外
務
省
は
具
体
的
に
ど
の
様
に
把
握
し
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。
あ
る
銘
柄
の
ワ
イ
ン
を

あ
る
会
合
で
使
用
す
る
場
合
、
事
前
に
ど
の
様
な
手
続
を
と
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
ま
た
ワ
イ
ン
が
使
用
さ
れ
た
際
に
ど
の

様
な
記
録
が
つ
け
ら
れ
る
か
。
「
何
月
何
日
、
〇
〇
の
ワ
イ
ン
を
〇
〇
の
場
に
て
使
用
」
の
様
に
、
ワ
イ
ン
が
使
用
さ
れ
る

度
に
使
用
記
録
文
書
の
様
な
も
の
を
作
成
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

外
務
省
は
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
の
物
品
管
理
簿
（
以
下
、
「
物
品
管
理
簿
」
と
い
う
。
）
を
エ
ク
セ
ル
等
の
ソ
フ
ト
を
用

い
て
電
子
化
す
る
必
要
は
な
い
と
「
前
回
答
弁
書
」
で
も
答
え
て
い
る
が
、
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
の
価
格
、
銘
柄
、
購
入
し

た
日
に
ち
、
使
用
さ
れ
た
日
に
ち
並
び
に
使
用
し
た
場
、
使
用
し
た
者
の
氏
名
等
を
記
入
し
た
表
を
作
成
す
れ
ば
、
そ
の
中

で
検
索
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
回
質
問
主
意
書
で
問
う
た
あ
る
時
点
で
の
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
の
使
用
状
況
に
つ
い
て

も
簡
単
に
把
握
で
き
、
更
に
公
務
の
目
的
以
外
で
の
不
正
な
使
用
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
れ
で
も
外
務
省

が
、
現
代
の
様
に
Ｉ
Ｔ
化
が
進
ん
だ
時
代
に
お
い
て
も
、
ま
た
右
で
述
べ
た
様
に
電
子
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
簡
単
か

つ
便
利
な
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
の
管
理
が
可
能
に
な
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
物
品
管
理
簿
」
を
電
子
化
す
る
必
要
は
な
い

と
考
え
る
理
由
を
述
べ
ら
れ
た
い
。
「
政
府
答
弁
書
一
」
に
お
け
る
「
外
務
省
に
お
い
て
は
、
物
品
管
理
法
（
昭
和
三
十
一

年
法
律
第
百
十
三
号
）
等
の
関
連
法
令
上
必
要
と
さ
れ
る
事
項
を
記
載
又
は
記
録
し
た
ワ
イ
ン
の
物
品
管
理
簿
を
適
正
に
作

二



成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ワ
イ
ン
を
適
切
に
管
理
し
て
い
る
こ
と
は
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
内
閣
衆
質
一

六
八
第
二
六
五
号
）
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
適
正
に
書
面
で
作
成
さ
れ
た
物
品
管
理
簿
を
改

め
て
電
子
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
の
様
に
、
質
問
の
趣
旨
を
外
し
た
回
答
を
延
々
と
繰
り

返
す
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
外
務
省
が
電
子
化
の
メ
リ
ッ
ト
を
考
え
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

三

外
務
省
が
「
物
品
管
理
簿
」
を
一
で
述
べ
た
方
法
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
電
子
化
せ
ず
、
あ
る
時
点
で
の
「
全

て
の
ワ
イ
ン
」
の
使
用
状
況
を
把
握
で
き
て
い
な
い
中
で
、
ど
う
し
て
公
務
の
目
的
以
外
で
の
「
全
て
の
ワ
イ
ン
」
の
使
用

は
な
い
と
言
い
切
れ
る
の
か
。
論
理
的
な
説
明
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

三


